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ヨーロッパの拡大と分断

―欧州、中欧、国益、民族―

羽場久 子

１．ヨーロッパの「分断」から統一へ

第二次大戦後、欧州の統合は、冷戦の開始と東欧・ソ連の「分断」と

共に始まった。

それは、復興・平和の要求に加えて、冷戦のイデオロギーとシステム

の色濃い影を反映して開始された。以後、欧州の東半分は、欧州の復興

と再編を期待しつつ、抗いながらソ連の下へ編入されたのである。

1989 年の冷戦の終焉と社会主義体制の崩壊は、戦後の冷戦体制下で

「分断」された欧州の再統一を準備した。時あたかも 91 年 12 月からマ

ーストリヒトで通貨統合と共に、単一欧州議定書による政治統合が合意

され、93 年 11 月には条約が発効されて、ECは EUへと移行した。こ

れと並行する形で、ソ連から開放された中・東欧は、冷戦期の東西分断

からドイツ統一を経て、「再統合された欧州」へと向かうことを期待し

たのである。

１）ヨーロッパの価値体系の捉え返し

こうした中で、（東西欧州分断の象徴としての）「ヤルタ」を越えた

（東西欧州を結ぶ）「中欧」という文化概念を掲げる動きが 1980 年代に

広がり、それが 89-90 年に｢ヨーロッパは一つ｣「ヨーロッパ回帰」とい

うユーフォリアにつながっていった。それはフランス革命 200 周年とも

呼応し、第二次大戦後の「閉ざされた社会から開かれた社会へ」（ダー

レンドルフ）、｢短かった 20 世紀に起こったボリシェヴィズムとナチズ

ム｣を越えて｢西欧での統合を創出しようとする動きと一致して｣（ベレ

ンド）進もうとした。

その後 15 年間、EU加盟国の統合の深化と中・東欧 10 カ国のヨーロ
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ッパ基準の達成努力は、とりわけユーロの安定の中で、自由・民主主

義・市場経済による欧州の再編と、ヨーロッパの自信の回復、アメリカ

に並ぶ力の再組織化に示されるように、大きな成功を生み出した。

ただヨーロッパ東半分の統合により、｢ヨーロッパの重心｣が東へ移行

しつつあることは無視できない。このことはフランスの影響力の相対的

低下、ドイツの影響力の拡大、ロシアや中東との関係の恒常的重要性と

ともに、｢ヨーロッパとはいったい何なのか｣という内実の大きな変容と

関わってくる。欧州の意味が欧州自体で問い直されている所以である１）。

２）冷戦後の米欧亜 3極構造から、米に並ぶ経済力へ

世界貿易においては、1980 年代まではその 60 ％が米欧によって占め

られていた。米ソを軸とする冷戦は、経済的には偏在的な 2極体制であ

り、均衡してはいなかったのである。その差がますます拡大し、アジア

の｢旧植民地｣諸国が NIESとして急成長するに及んで、｢社会主義経済｣

は生産力の拡大競争に｢敗北｣し、支配層自らが次々と社会主義体制を放

棄するという、いわゆる｢体制転換｣が起こった。

冷戦体制の終焉の中で、ソ連・東欧経済は分裂し、1994 年には世界

GDP比が、欧（29.4%）・米（26.1 ％）・日亜（22.7 ％）となり、い

わゆる米欧亜 3 極構造に移行する。中でも 90 年代前半は NIES諸国の

急速な経済成長が「アジアの時代」を喧伝した。

しかし 97 年アジア経済危機、98 年ロシア経済危機、2001 年以降の中

東での戦争や日本経済の長期低迷を経て、世界経済は再び欧米偏重の時

代へ戻りつつある。

2002 年の世界の GDP比較では、米が 10 兆 5 千億ドル、EUが 8兆 6

千億ドル、日本が 4兆ドルである。健闘しているのは中国であり、購買

力平価比では米に次いで 5兆ドル 7 千億ドルとなっている２）。日欧はも

はや 1国では中国に勝てない時代になった。こうした中、日本も中国・

ASEANといかに｢アジアの地域協力｣を実現できるかが実践的に問われ

ているのである。

他方、ヨーロッパ内部についてみれば、EU・ NATOの中・東欧へ

の拡大の影響として、①投資がヨーロッパ内で南（ギリシア･スペイン）

から東へ移動しつつある。② 2003 年国際財政統計による一人当たり

GDPの順位では、ヨーロッパの現 EU加盟国が 1－ 30 位、新 EU加盟
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国が 28 位キプロス－ 49 位ラトヴィアの間にあって現加盟国を追ってい

る。既に新加盟のトップグループは、ギリシャに並びポルトガル・韓国

を抜きつつある。また新加盟国の最下位でもトルコ（52 位）、ロシア

（55 位）より上位である３）。ウィーン経済統計局の予測では、2010 年頃

には中欧はスペイン・イタリアに近づくと、1999 年の時点で予想され

ていたが４）、実際はさらに早い速度で進行しつつある。経済面でもヨー

ロッパの軸の中心が西から東へ移動している。

３）NATOの拡大とヨーロッパの安全保障

安全保障に関する考え方も、冷戦の 2極構造から冷戦終焉を経て大き

く変化した。1990 年代前半は世界の協調と多極化の方向に進み、旧ソ

連・東欧全土を包み込んだ「信頼醸成」と「予防外交」が試みられた。

しかし東のロシアの巻き返しを警戒する「中欧」はこれに反発し、｢ヨ

ーロッパ回帰｣を要求し、西側の体制に入ることで安全保障を確保しよ

うと望んだ。

他方で多極化は、民族・地域紛争を呼び起こし、その泥沼化の中で

「文明の衝突」と形容される時代が拡大し、「PAX Democracia（民主主

義による平和）」に象徴されるように、｢民主主義国同士は戦争しない｣

という考えから、平和のための｢民主主義の拡大｣が喧伝された５）。

こうした中で 90 年代半ば以降、アメリカは、冷戦期が｢長い平和｣で

あった（ギャディス）との認識から新秩序再構築を緊急の課題とし、紛

争地域に民主主義を拡大することによる平和を構想し、民主主義・自由

主義・市場化の「拡大」が世界戦略となる６）。EUは、加盟を要求する

諸国に対し｢アジェンダ 2000｣アキ･コミュノテールを課すことにより、

法･経済･政治･社会のあらゆる面で西欧基準に達した国から EUに参加

させることとした。さらに欧州の「内庭」たるバルカンでの紛争には、

ボスニア･ヘルツェゴヴィナ、コソヴォに NATOの空爆を行ない、軍

事･政治の双方により民主化を行なった。ヨーロッパの拡大は、地域の

民主化･自由化とセットで行なわれた。｢統一（Unification）｣ではなく

｢拡大（Expansion）｣といわれる所以である。

ハンガリーの外交史家バログによれば、ハンガリーは歴史的・基本的

にはヨーロッパの価値システムの側にあり、たとえ反ハプスブルクであ

ってもヨーロッパに対抗するものではなかった。しかし主流ではないが

ヨーロッパの拡大と分断（羽場）
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常にヨーロッパ・アイデンティティへの批判と敵意は存在し、19 世紀

末以降｢オリエンタリズム｣の影響力を基礎に、「西」の裏切りと利己主

義を非難した時期もあったとしている７）。

４）中欧、中・東欧の自己認識

そうした中で、サブリージョン（下位地域）を形成する「中欧

Central Europe」の理念はどのように広がったのであろうか。それは

東中欧（East Central Europe）、中・東欧（Central and Eastern

Europe）とどこがちがうのか。歴史的には東中欧という概念は、ハレ

ツキに代表されるように、戦間期から戦後にかけて多く用いられた。ア

メリカの代表的な東欧政治史家ロスチャイルドも戦間期、戦後の通史に

いずれも東中欧という用語を用いている８）。しかし第二次大戦前の否定

的現実を伴った一般的含意、「ドイツ影響下にある中欧東部」という用

語に反発を抱いた知識人らはあえてこの語を使わず、「ドイツを含まな

い中欧」としてドイツ語ではなく自国語ないし英語で「中欧」という語

を使用したのだと、カレル大学のチェコの政治史研究者ホルブは述べて

いる９）。

1980 年代、「中欧」の用語は、反体制派知識人のM.クンデラや Gy.コ

ンラードらにより、「ヤルタを超える文化的・歴史的概念」として世界

に広がった。コンラードによれば政治で人為的に隔てられた東西の壁を

超える共通の文化的概念として、中欧が使われたのである 10）。ハンガリ

ーの文学者エステルハージは、中欧とは「西の精神的豊かさと東の物質

的貧しさ」を兼ね備えたアンビバレントな「はざま」の地域であると語

っている 11）。

中欧という語は、社会主義体制崩壊後 90 年代には、政治的には「ヴ

ィシェグラード諸国（チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア）」、

「中欧イニシアチヴ」（現在 17 カ国）、経済的には「中欧自由貿易機構

（CEFTA）」として具現化され、また EUにも、旧東欧諸国全体を意味

する概念として認識された時期もあった。ちなみにヴィシェグラードと

は、1323 ～ 50 年までハンガリー王国の首都で、1335 年にハンガリー王

カーロイ 1世とポーランド王カジミェシ 3世、チェコ（ボヘミア）王ル

クセンブルク家ヨハンが国王会談を開いた場である。この 3王の会談で、

ハプスブルク帝国に対する同盟関係と、ウィーンの特定市場権を廃して
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独自の貿易ルートを作り出そうとしたのである 12）。

90 年代後半以降、EU拡大の過程で、中・東欧の用語がより一般的に

用いられるようになった。しかし 21 世紀に入り、イラク戦争をめぐる

独自性、EU・ NATO拡大の中での小国の協力関係の中で、中欧、ヴ

ィシェグラードの語が、再び頻繁に使われるようになっている。

このように冷戦終焉後の「中欧」は、ヨーロッパとの関係の中で、ド

イツの｢中欧｣概念にあえて距離をおき、文化的・歴史的独自性を秘めた、

独特の価値概念として存在してきた。中欧諸国は、冷戦終焉後どのよう

に自己規定を行なってきたのだろうか。それはヨーロッパと国益のはざ

まにあって、何を課題として実現しようとしてきたのだろうか。現在、

何が問題なのか。

以下、本稿では、冷戦後 15 年を経て、中欧が、拡大ヨーロッパと国

益のはざまでどのように自己を認識し、いかなる問題を抱えているかに

ついて、考察する。

２．EUの拡大と｢中欧｣：ヨーロッパとの一体化の追求

1980 年代、「中欧」といういわば欧州の東西分断を修復しつなごうと

するディスコースは、反体制派の文学者や社会学者の間から現れてきた。

ハンガリーの社会学者コンラード・ジェルジの「反政治（Antipolitics）」

に代表される書物は、政治が自分たちの生活から遠いところで決定され、

本来あるべきでないところに「ヤルタの壁」を作っていること、しかし

彼らの日々の営みと文化・社会・価値は、ヤルタにはなく、「中欧：

Central Europe」という、西と東を結ぶヤルタの壁を越えた共通の文

化にあると唱えて、文化的「中欧」概念に基づく反体制の大きなうねり

を作り出した 13）。

この中欧理念の背景にはハプスブルク帝国の記憶や、失敗に終わった

19 世紀における中欧諸民族のドナウ連邦、バルカン連邦など、現在の

欧州統合につながる連邦構想の記憶も存在していた 14）。彼らにとっては、

ヨーロッパの東西を結ぶ「中欧」の理念こそ、第一次世界大戦後に、ク

ーデンホーフ・カレルギーやブリアンによって提唱されたヨーロッパ統

合を実現する要と考えられたのである。

1989 年、ゴルバチョフとブッシュの合意により冷戦終焉が宣言され

ヨーロッパの拡大と分断（羽場）
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ると、並行して東欧諸国は次々と社会主義体制を放棄したが、この流れ

の中で「中欧」という概念が、歴史と政治に翻弄されてきた「ヨーロッ

パの中心（Center of Europe）」に住まう人々に「ヨーロッパ回帰」の

流れを生み出した。これは、ちょうど 93 年 11 月に発効したマーストリ

ヒト条約と結びつき、欧州統合の大きなうねりと呼応し、EU・ NATO

加盟を実現する母体となっていった。中欧 3 カ国が、91 年にヴィシェ

グラード地域協力を旗揚げしたのも、「中欧」こそが先頭を切ってヨー

ロッパ回帰に向かうのだ、という流れと呼応していた。

彼らにとっての｢ヨーロッパ｣とは、１）キリスト教、２）議会制民主

主義、３）市場経済、４）市民社会に代表されるものであり、それは一

部は「中欧」の歴史的伝統的文化であり、一部はまだこの地域に根付い

ていないものであった 15）。このヨーロッパの「普遍性」を代表するのが

1997 年に欧州委員会が中・東欧と地中海の 12 ヶ国に対して提出した

「アジェンダ 2000」である。これは欧州の法・政治・経済・社会・文化

システムに関する膨大な課題達成表であり、この基準を達成した国が順

次 EUに加盟できることとなった。これに基づき 98 年にはまず中欧と

バルトの一部とキプロスが、第 1陣加盟交渉国 6カ国として交渉を開始

した。

以後、「中欧」は、「ヨーロッパ回帰」「自由と豊かさ」「ロシア・バル

カンとの差異化」という優越意識と結びついて成長した。しかし逆に、

｢ヨーロッパ化｣、中欧化とは結局のところドイツの経済的支配・ドイツ

の歴史的支配の再来であり、中欧は幻想であるという議論も現れた。ハ

ンガリー出身の社会学者セレーニは、19 世紀半ばのハンガリー貴族エ

トヴェシュの言を引いて、小さな民族国家群への中欧の分割はこの地域

を―ドイツかロシアの―格好の餌食にする、そのため二つの巨人の間に

強力な緩衝国家が必要である、それがオーストリアだったと指摘した。

彼は、こうした言い回しはハプスブルクとの戦争で敗北した直後には不

評だったものの、中欧地域の主たる脅威は未だドイツとロシアであり、

これへの対処は「中欧」の地域協力である、と 1991 年の段階で述べて

いる 16）。
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３．EU加盟をめぐる政治・経済的軋轢：｢国益｣の成長

こうした中欧論議に変化が生じたのは、拡大に伴う EU加盟国と加盟

候補国との具体的項目をめぐる長期にわたる軋轢である。EU加盟国に

とっては、拡大が自国の農業経済、雇用政策を直撃する可能性が出てき、

それによる国民の反発が拡大した。｢アジェンダ 2000｣に代表される、

政治・経済基準、アキ・コミュノテール（EU既存法の集積）などの

法・社会規範を 31 項目に分けた加盟基準を実行する過程で、EU加盟

国と加盟申請国との利害調整が極めて困難な項目が、課題積み残し分野

として、加盟交渉の最後のぎりぎりまで調整がつかず、それが EU加盟

国・加盟申請国の双方の国民ないし利害関係層の強い不満を呼ぶことと

なったからである。

これは時に加盟国側の既得権益の保持として「EUの保護主義」と非

難され、相互の軋轢の中で、EU共通の利益よりも「国益」の擁護が前

面に出ることとなった。ここで重要なのは、この折衝の中で新たな経済

的東西格差、および国内における階層間格差があらわとなり、農民、失

業者、年金生活者などの弱者層が、「国家の保護」に解決を求めたこと

である 17）。

2002 年 12 月の 10 カ国加盟の決定がなされるコペンハーゲン欧州理

事会まで折衝が残り続けた大きな問題としては、農業、財政予算問題、

地域構造政策、機構改革が挙げられる。

（1）農業問題では、とくに CAP（共通農業政策）による農業補助金

が新規加盟国に重点的に配分されることに EU域内の加盟国および農民

が反発したため、EUから新加盟国への農業補助金の配分が大幅に減額

された。補助金は加盟後も 10 年間の移行期間を設け、2004 年の 25 ％

から段階的に 5 ～ 10 ％ずつ増加し、2013 年にようやく 100 ％となる。

これに対して特に農業比率が高いポーランドで広範な農民層が反発した

が、EUは地域に対する補助金 280 億ユーロを増加し、また各政府によ

る直接補助金を EUの地域補助金とあわせ、＋ 30 ％まで上乗せ可能と

することにより、不満を抑える形となった。しかしこれらの事実が、

2003 年、加盟に向けての国民投票の際に、一部の国で得票率や、賛成

の投票率を下げる結果ともなった。

（2）財政予算においても、EUの財政配分システムが、農業を中心と

ヨーロッパの拡大と分断（羽場）
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する後発地域への優遇措置を取っているため、税金の多くが新加盟国に

流れるとして、EUの農業国（特にフランス・スペイン）が反対した。

その結果、新加盟国の EU加盟分担金は、逆に最初の年度から現加盟国

と同じ 100 ％とされたため、新加盟国は一斉に反発した。そのため新加

盟国には財政支援 3億 8 千万ユーロが支給されることとなった。以上の

結果、旧加盟国には拡大のコストが自分たちの税金に負うことへの強い

反発、新加盟国には拡大が旧加盟国の既得権益の保持と新加盟国の負担

の下に行われるのだという不満を、双方に残した。

（3）地域構造政策については、EUの経済水準の格差に応じて、構造

基金を通じた地域援助を GDP4 ％までの上限で、3年間の移行期間を設

けて行なう。それ以外に、原発の安全確保のための資金給与も行なうこ

とで妥結した。

（4）機構改革については、理事会の票数、欧州議会議席の票数につい

て、ニース欧州理事会での合意に新加盟国から不満が残り、ハンガリー、

チェコ、ラトヴィアについて、修正された。

なお、人の移動の制限については、2＋ 3 ＋ 2 年、最長 7 年間の移民

制限が各国（特にドイツ・オーストリア）で可能となったが、他方でポ

ーランドなど新加盟国からの反発が強く現れた 18）。

以上の問題は、加盟後の憲法問題、共通外交政策・安全保障問題、大

国と小国をめぐる政策決定に関する力関係の問題とも絡んで、EU益と

国益との差異を拡大させ、とりわけ新加盟国の間に、ユーロ・スケプテ

ィシズム（拡大に対する懐疑）を植えつけることとなった。

４．NATOの拡大と中・東欧の安全保障

冷戦の終焉後、中欧諸国は｢ヨーロッパ回帰｣と平行して、ワルシャワ

条約機構が解体する前から、NATOに接近し始めていた。とりわけ、

1991 年 8 月のソ連での保守派・軍部のクーデターおよび 1991 年に始ま

ったユーゴスラビアの解体と紛争の拡大後、ヴィシェグラード諸国は共

同で NATOに接近し、加盟を求めるようになった 19）。

中・東欧諸国にとっての安全保障は、１）東のロシアの影響力拡大に

対する潜在的脅威への対抗（主にバルト諸国）、２）国境を隔てたバル

カンの民族・地域紛争への脅威への対抗、３）中・東欧地域に特有な多
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民族および民族混住地域で混乱を招かないための安定と発展、４）潜在

的にはドイツの歴史的侵略の記憶と経済的影響力への警戒、５）近年の

国際テロリズムの脅威への対応などである。このうち実に３）を除くす

べてが、アメリカとの連携によって抑止ないし牽制しうる、と考えられ

た。こうしたアメリカによる国家と地域保護の記憶が、戦略的にアメリ

カをヨーロッパにとどめようとする動きを生み出してきたのである。

中でもポーランドは、アメリカとの提携に積極的である。それは一つ

には、ポーランドが EU加盟に際して、農業・移民問題では「お荷物」

となっているものの、他方では、人口 3900 万で、10 カ国の新加盟国中

最大の大国であり、また近年、仏独ポ 3国による「ワイマール・トライ

アングル」の構成国であるという特別の状況が影を落としている。こう

した中で、ポーランドは軍事戦略上アメリカと結ぶことによって利益も

あり、EU内に独自の地歩を打ちたてることもできる。またポーランド

の歴史的・地政学的な位置として、ドイツとロシアのはざまでポーラン

ドの国益を擁護するためには、第三者の圧力が必要であり、それが現段

階では｢民主大国｣アメリカであるという認識がある 20）。

2003 年のイラク戦争勃発以降、アメリカでは、中・東欧の一部を味

方に引き込み、25 ヵ国拡大欧州の「トロイの木馬」として、西欧大国

に揺さぶりをかけようとする動きが強まった。他方 EU側は、独自の欧

州安全保障防衛政策（ESDP）を強化する一環として、緊急対応部隊を

創設したが、今のところむしろアメリカの軍事力とは比較にならない

EUの軍事力の脆弱性を示している。統合欧州は、その拡大の目前で、

｢アメリカの影｣により再び、西と東の軋轢を露呈した形となった。ヨー

ロッパにとってこの分裂をいかに修復していくかが課題となろう。

５．EU拡大の「境界線」：民族と地域の新たな分断

最後に EU境界線をめぐるヨーロッパ・アイデンティティとの相克に

ついて触れておきたい。EU・ NATOの旧東欧諸国への拡大に伴い、

新しい EU・ NATOの境界線の形成と、加盟国国境外の民族の分断が

始まっている。いわゆる「シェンゲンの壁」をめぐる問題である。

中・東欧地域の EU加盟手続きの進行に伴い、シェンゲンの規定に基

づき、2003 年 10 月 1 日より、新たなビザの導入が始まった。

ヨーロッパの拡大と分断（羽場）
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これに対し、旧来｢ヨーロッパ｣の一部を形成していた共存地域が結果

的に「分断」され始めている。その典型的な地域が、ハプスブルク帝国

の一部でありカトリック文化圏である西ウクライナや、第二次大戦後ま

でドイツ領であったロシア領カリーニングラード（ケーニヒスブルク）、

同じくハプスブルク帝国のカトリック圏かつ地中海経済圏クロアチアや

ヴォイヴォディナ（セルビア）などである。この地域の人々は、EU・

NATOに新規加盟する国の東の境界線において生活圏を分断される形

となり、さまざまな支障をきたしている。これに対し、2003 年半ば以

降、EUと境界線諸国による解決策が進行中である 21）。

「境界線の外に残されたヨーロッパ」ないし｢内に含まれたロシア｣の

問題は、境界線の内側の「他者」（移民、非ヨーロッパ人）」の処遇と合

わせて、重要な問題である。この問題が困難なのは、1. ｢ヨーロッパ内｣

での EU内の自由移動を保障するために「ヨーロッパ」の外の壁を高く

するシステム（先進地域のパラダイス）の矛盾、2.「ヨーロッパ」の定

義を突き詰めようとすればするほど、境界線の不確実性が明らかになる

こと（境界線の外のヨーロッパ、内なる他者）、である。このことは、

拡大が、理念的には多元化・多様化、自由移動を謳いながら、現実には、

EUの境界線において、新たな｢レースのカーテン｣「ベルベットの壁」

を形成し、境界線の外を疎外しているという問題を示しており、これを

いかに解決していくかが問われている。

６．まとめ

以上のように、「拡大ヨーロッパ」は、一方で、アメリカに並びこれ

をしのぐ多元的な新たな国際秩序として経済的・社会的、さらに軍事的

にも大きな影響力を持って発展しつつあるが、それと共に、拡大ヨーロ

ッパ内部の統合の仕方に絡む新たな軋轢と、新たな境界線をめぐる分断

とを伴いながら進行している。

2004 年 5 月からの拡大自体、イラク戦争 1 周年を迎えて、国際関係

上でのアメリカとの関係をどう作っていくか、また 25 カ国のコンセン

サスをどう形成し、内部格差をどう是正していくかあるいは既得権益を

どう保護していくか、について、国際的にも、組織内的にも、内外に大

きな課題を抱えての船出となる。
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アメリカとの関係については、基本的には協調しつつ進むことが、ア

メリカ側もヨーロッパ側も最大のコンセンサスであろう。しかし問題は、

お互いに譲れない利害対立が生じるときである。経済･社会面でも軍事

面でも、拡大ヨーロッパと米は、今後異なる政策を保持する場が徐々に

増えていくと思われる。

第 2は、ヨーロッパの西と東の新たな相克、EUの現加盟国と新加盟

国との間の相克である。これは、農業問題、財政問題、機構問題、移民

問題、さらには 2003 年 7 － 12 月以降の欧州憲法条約草案を巡る対立な

ど多岐にわたるが、その根幹には、東西の歴史的・経済格差、社会格差

があり、それを西欧の負担で是正することに抵抗を示す西と、格差の固

定化に懐疑的になっている東の構図がある。問題は、失業者や農民など

各国の弱者層が、逆に｢国家主義的｣になり、互いに相手に対する警戒と

「国家による保護」の要請により、エスノセントリズム（自民族中心主

義）が広がっていることである。これらについては、各国の社会的弱者

が「反グローバル」の流れに結集しつつあることも含め、冷戦と社会主

義体制崩壊後、どのように「市場万能主義」から社会保障を擁護し、社

会的弱者層の保護政策を早急に打ち出せるかが検討課題であろう。

最後に、「ヨーロッパ」の境界線の問題である。ヨーロッパの境界線

が広がるにつれて、「フォルトライン」上の軋轢が始まりつつある。こ

こで問われているのは、「ヨーロッパ」が他を排除して先進地域のブロ

ックを図るか、他と共存しつつ拡大を図るかである。

以上の問題群の検討は、ヨーロッパが今後、独自のアイデンティティ

を重視しつつ、いかに周辺世界と調和的発展を遂げていくことができる

かの、最大の試金石となるであろう。

＊紙面･テーマの限定もあり、特に NATOの拡大と中欧については、大

幅に縮小した。

＊本研究は、2000 ― 2002 年度の文部科学省科研費および 2003 年度学

術振興野村基金の援助を受けている。
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